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序 論 

 
（１）川西市交通バリアフリー重点整備地区基本構想策定の目的と意義 

 
 わが国では急速に高齢化が進んでおり、平成 27年（2015年）には国民の４人に１人は
65歳以上という超高齢社会が到来すると予測されています。また、障害者が障害のない人
とともに社会に参加できる「ノーマライゼーション」（注）の理念に配慮したひとにやさ

しいまちづくりが求められています。 
 このような状況の中で、平成 12年 11月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称：交通バリアフリー法）が施行されまし

た。法律では、市町村は、国が定める基本方針に基づき、一定規模の駅等の旅客施設（特

定旅客施設）を中心とした地区（重点整備地区）について、駅等の旅客施設、道路、駅前

広場、交通安全施設等のバリアフリー（注）化を重点的かつ一体的に推進するため、当該

重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針、実施する事業等を内容とする「基本

構想」を作成することができます。 
 このたび川西市では、本法律に基づき、全市的な交通バリアフリー整備の基本的な考え

方、重点整備地区の区域、実施する事業等を内容とした「川西市交通バリアフリー重点整

備地区基本構想」を策定しました。今後、川西市では、この基本構想のもと、交通事業者

等とともに、重点整備地区におけるバリアフリー整備を進め、高齢者、身体障害者等にと

って住みよいまちづくりを推進していくこととなります。 
 
 
※末尾に（注）と書かれている語句につきましては、本書の巻末に、解説を載せておりま

すので、ご参照下さい。 
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（２）基本構想策定体制 
 
 基本構想策定にあたり、学識経験者、駅や道路並びに交通安全施設に係わる事業者に加

えて、市民団体の代表者（高齢者、身体障害者等）や公募市民等で構成された「川西市交

通バリアフリー重点整備地区計画策定協議会」また、市の内部で構成された「川西市交通

バリアフリー重点整備地区計画基本構想策定検討委員会」を設置するとともに、ワークシ

ョップ（注）やアンケート調査（注）、基本構想（案）への意見募集等を通して、高齢者、

身体障害者、市民等の意見を基本構想に反映しました。 
 
 
 
 

図 基本構想策定体制 
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（３）基本構想策定の流れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．川西市の概況と重点整備地区の検討 

川西市にある特定旅客施設（鉄道駅）の乗降客数や駅周辺の公共公益施設、

駅のバリアフリー整備の状況等を調査し、どの駅からバリアフリー整備を

行えば良いのか、その優先性を検討しました。 

２．川西市交通バリアフリー整備の基本理念 

今後、川西市の交通バリアフリー整備を進めていく上での基本的な理念を

「みんなが共に楽しく暮らせるまちづくり」としました。 
また、計画の整備目標時期を平成 22年と定めました。 

３．川西市交通バリアフリー整備の基本方針 

基本理念と平成 22年という目標時期のもと、１．の川西市の概況と重点
整備地区の検討での優先性の検討結果から、第一期として「川西能勢口駅

及び川西池田駅周辺地区」を重点整備地区と定め、優先的にバリアフリー

整備を進めることとしました。また、この方針以外に５つのバリアフリー

整備の基本方針を定めました。 

４．施設のバリアフリー整備の基本方針 ５．ソフト施策の基本方針 

重点整備地区の駅舎、駅前広場、道路、信号交差点、バス車両とバス停、

等施設の整備にあたって基準となる「施設のバリアフリー整備の基本方

針」を定めました。また、ハード（注）以外にソフト（注）施策の基本方

針も定めました。 

重点整備地区（川西能勢口駅及び川西池田駅周辺地区）の区域を定め、区

域内のバリアフリー整備の現状と課題を整理しました。 

７．特定事業 

課題をもとに、駅舎、道路、交通安全施設等において、平成 22年までに
実施する事業を整理しました。 

６．重点整備地区の現状と課題 




